
－1－ 

平成２８年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

 

１ 徳島県後期高齢者医療広域連合告示第１号 

  平成２８年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を次のとおり招集する。 

平成２８年２月２日 

徳島県後期高齢者医療広域連合長 原  秀 樹 

 ⑴ 期日 平成２８年２月１７日 

⑵ 場所 徳島市川内町平石若松７８番地１ 徳島県国保会館３階 研修室 

 

２ 平成２８年２月１７日（水）午後１時３０分開会 

 

３ 出席議員は，次のとおりである。 

   １番 岡   孝 治     ２番 武 知 浩 之 

   ４番 井 村 保 裕     ５番 久 米 良 久 

   ６番 川真田 哲 哉     ７番 木 村 松 雄 

   ８番 藤 原 英 雄     ９番 大 浦 忠 司 

  １１番 花 本   靖    １２番 岩 城 福 治 

  １３番 梶 野 利 男    １４番 後 藤 正 和 

 １５番 坂 口 博 文    １６番 影 治 信 良 

１７番 福 井 雅 彦    １８番 前 田   惠 

１９番 佐 藤 道 昭    ２０番 中     勝 

２２番 玉 井 孝 治    ２３番 鈴 木 幸 三 

２４番 小 坂 重 夫    ２５番 横 関 道 恵 

 

４ 欠席議員は，次のとおりである。 

３番 泉   理 彦    １０番 中 田 丑五郎 

 

５ 説明のため出席した者の職氏名は，次のとおりである。 

広域連合長    原   秀 樹   副広域連合長   野 崎 國 勝 

副広域連合長   石 川 智 能   監査委員     浜 渕 一 男 

事務局長     大 森   茂   総務課長     芝 田 正 志 

事業課長     増 井 昌 已   事業課主査兼係長 仁 木 陽 子 

事業課主査兼係長 石 本 英 治   事業課係長    野 崎 智 和 

 

６ 職務のため出席した職員の職氏名は，次のとおりである。 

総務課課長補佐  北 村 俊 弘   総務課主査兼係長 浜   孝 至 

 

７ 議事日程（第１号） 

第１  会議録署名議員の指名について 

  第２  会期の決定について 
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第３  新たに選出された議員の議席の指定について 

第４  同意第１号  徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任について 

第５  議案第１号  平成２８年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算に

ついて 

    議案第２号  平成２８年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療

特別会計予算について 

    議案第３号  徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間，休暇等に関

する条例の一部改正について 

    議案第４号  徳島県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職

員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について 

    議案第５号  徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一

部改正について 

    議案第６号  徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部改正につ

いて 

議案第７号  徳島県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部改正

について 

議案第８号  徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査

会設置条例の一部改正について 

議案第９号  徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

の一部改正について 

議案第１０号 徳島県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公

表に関する条例の一部改正について 

  第６  同意第２号  徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について 

 

８ 会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

日程第２ 会期の決定について 

日程第３ 新たに選出された議員の議席の指定について 

日程第４ 同意第１号 

日程第５ 議案第１号から議案第１０号まで 

日程第６ 同意第２号 

日程追加 副議長の辞職許可について 

日程追加 副議長の選挙について 
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（午後１時３０分開会） 

○議長（岡孝治君） 

ただいまから，平成２８年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を開会いたし

ます。 

広域連合長から，招集の御挨拶があります。 

 

○議長（岡孝治君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

平成２８年２月定例会の開会に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。 

本日，徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を招集いたしましたところ，議員各位

におかれましては，大変お忙しい中，御出席を賜りまして，誠にありがとうございます。 

後期高齢者医療制度につきましては，創設から８年が経過いたしましたが，今後におき

ましても，より一層，高齢者の皆様に安心していただける医療制度として，運営を行って

参りたいと考えております。 

 さて,後期高齢者医療制度に関する国の動向でございますが，昨年，持続可能な医療保険

制度を構築するため,財政基盤の安定化や負担の公平化等の措置を講ずることが示されま

して,後期高齢者支援金に対する全面総報酬割の導入をはじめ,保険料を軽減する特例措置

を段階的に縮小し，平成２９年度から原則的に本則に戻すこと等が決定をいたしておりま

す。 

次に，御承知のとおり，本年１月からマイナンバー制度の利用が，医療や年金等社会保

障，税及び災害対策の分野で始まっておりまして，後期高齢者医療関係の申請書等におき

ましてもマイナンバーの記入を行っていただいております。マイナンバー制度に関しまし

ては，昨年に発生いたしました年金や健康保険の個人情報流出事案を受けまして，マイナ

ンバー制度の安全管理への関心が非常に高まっております｡当広域連合では，不正プログラ

ム対策や不正アクセス対策等の情報セキュリティに係る意識の向上を図っておりますが，

より一層の安全管理対策が重要になるかと思います。 

今後，住民の利便性の向上や業務の効率化を図るため，平成２９年７月を目途に地方公

共団体や医療保険者等との情報連携が予定されているところでございますが，情報のセキ

ュリティ面を含めまして，業務対応等をしっかり進め，高齢者医療制度の着実な運営を行

って参りたいと考えておりますので，議員の皆様方の御協力を賜りますよう，お願いを申

し上げるところでございます。 

 なお，今定例会には，平成２８年度，平成２９年度の保険料率等を改定する条例議案や

予算議案等１０件，さらに監査委員及び副広域連合長の選任同意２件の，計１２議案を提

出いたしております。詳細につきましては，後ほど事務局長から御説明申し上げますので，

十分御審議を賜りますようお願い申し上げまして，招集の御挨拶といたします。 

 

○議長（岡孝治君） 

それでは，これより，本日の会議を開きます。日程に先立ち，諸般の報告を申し上げま
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す。 

まず，議員の辞職について御報告申し上げます。阿南市選出の横田守弘議員が，閉会中

に辞職をされております。ここに，改めまして，辞職されました横田守弘議員の御尽力に

対しまして心から感謝を申し上げ，御報告とさせていただきます。 

次に，このほど阿南市議会議長，佐那河内村議会議長，石井町議会議長及び上板町議会

議長から，広域連合議会議員選出の通知があり，これを受理しております。 

次に，監査委員から，昨年８月から本年１月までに実施した例月出納検査及び定期監査

の結果について，議長宛てに，報告書が提出されております。以上，御報告を申し上げま

す。 

次に，本日の議事日程につきましては，お手元に配布のとおりでございます。 

 

○議長（岡孝治君） 

 なお，本日の会議に欠席の届出がありました方は，３番泉理彦君，１０番中田丑五郎君，

以上でございます。 

 

○議長（岡孝治君） 

それでは，日程第１会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は，会議規則第７６条の規定により，６番川真田哲哉君，１４番後藤正

和君のお二人を指名いたします。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，日程第２会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りをいたします。本定例会の会期は，本日１日間といたしたいと思います。これに，

御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，会期は，本日１日間と決定をいたしました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，日程第３新たに選出された議員の議席の指定を行います。 

なお，この度，本広域連合議会議員に選出されました方々は，阿南市から久米良久君，

佐那河内村から岩城福治君，上板町から鈴木幸三君，以上の方々でございます。 

新たに選出された議員の議席につきましては，会議規則第４条の規定により，ただいま，

御着席のとおり指定をいたします。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，日程第４同意第１号徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任について

を，議題といたします。提出者の説明を求めます。 
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○議長（岡孝治君） 

 連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

ただいま，御提案いたしました徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合長の選任につ

いて，御説明を申し上げます。本案は，徳島県後期高齢者医療広域連合規約第１１条第１

項及び第１２条第５項の規定に基づき, 徳島県町村会会長，石川智能氏の副広域連合長へ

の選任について，御同意をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（岡孝治君） 

お諮りをいたします。本案につきましては，成規の手続を省略し，直ちに採決いたした

いと思いますが，これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，本案につきましては，成規の手続を省略し，直ちに採

決することに決定をいたしました。 

お諮りいたします。本案については，原案のとおり同意することに，御異議ございませ

んか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，同意第１号徳島県後期高齢者医療広域連合副広域連合

長の選任については，原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 

○議長（岡孝治君） 

ここで，ただいま選任されました，副広域連合長の出席を求めることにいたします。 

 

     （副広域連合長石川智能君入場） 

 

○議長（岡孝治君） 

副広域連合長から，御挨拶がございます。 

 

○議長（岡孝治君） 

 石川智能君 

 

○副広域連合長（石川智能君） 



－6－ 

藍住町長の石川でございます。ただいまは，副広域連合長の選任に御同意をいただきま

して，誠にありがとうございます。原広域連合長とともに，今後とも国の動向に注視いた

しながら，県内市町村との連携強化を図り，現行制度の円滑かつ効率的な運営に努めてま

いる所存でございます。議員の皆様方におかれましては，なお一層の御指導，御協力をい

ただきますよう，よろしくお願いを申し上げまして，就任の御挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

（拍手） 

 

○議長（岡孝治君） 

それでは，次に，日程第５議案第１号平成２８年度徳島県後期高齢者医療広域連合一般

会計予算について，議案第２号平成２８年度徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計予算について，議案第３号徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間，休

暇等に関する条例の一部改正について，議案第４号徳島県後期高齢者医療広域連合議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について，議案第５号

徳島県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例の一部改正について，議案第６号

徳島県後期高齢者医療広域連合情報公開条例の一部改正について，議案第７号徳島県後期

高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部改正について，議案第８号徳島県後期高齢者

医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正について，議案第９号徳

島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正について，議案第１

０号徳島県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。以上１０件の提案理由について，事務局の説明を求めま

す。 

 

○議長（岡孝治君） 

 事務局長 

 

○事務局長（大森茂君） 

 議案第１号から議案第１０号までを，順次，御説明させていただきます。恐れ入ります

が，お手元の資料②の予算議案の３ページをお願いいたします。議案第１号平成２８年度

徳島県後期高齢者医療広域連合一般会計予算について，お諮りするものでございます。歳

入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ１億４，１９４万２，０００円と定めるものであ

ります。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，第１表歳入歳出予算によ

るものでございます。 

４ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算のうち，歳入につきましては，款１

分担金及び負担金，項１負担金１億４，１７９万４，０００円，款２国庫支出金，項１国

庫補助金１４万円，款３財産収入，項１財産運用収入６，０００円，款４繰入金，項１基

金繰入金１，０００円，款５諸収入，項１雑入１，０００円，歳入合計１億４，１９４万

２，０００円となっております。 

５ページをお願いいたします。歳出につきましては，款１議会費，項１議会費９４万３，

０００円，款２総務費，項１総務管理費１億３，８７７万円，同じく項２監査委員費２２

万２，０００円，款３諸支出金，項１基金費７，０００円，款４予備費，項１予備費２０
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０万円，歳出合計１億４，１９４万２，０００円となっております。予算の詳細につきま

しては，先日の全員協議会で御説明させていただいたとおりでございます。 

次に，９ページをお願いいたします。議案第２号平成２８年度徳島県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療特別会計予算について，お諮りするものでございます。歳入歳出予

算の総額は，歳入歳出それぞれ１，２００億７，４５４万８，０００円と定めるものであ

ります。歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，第１表歳入歳出予算によ

るものでございます。一時借入金は，地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時

借入金の借入れの最高額は，２０億円と定めるものであります。歳出予算の流用は，地方

自治法第２２０条第２項ただし書の規定により，歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は，医療給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間で流用するときとするものでございます。 

１０ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算のうち，歳入につきましては，款

１市町村支出金，項１市町村負担金１９７億２，８７９万９，０００円，款２国庫支出金，

項１国庫負担金２９１億７，３７７万４，０００円，同じく項２国庫補助金１２５億５，

９２７万６，０００円，款３県支出金，項１県負担金１００億１，０９８万９，０００円，

同じく項２県財政安定化基金支出金１億５，１００万円，款４支払基金交付金，項１支払

基金交付金４８１億８，２７１万１，０００円，款５特別高額医療費共同事業交付金，項

１特別高額医療費共同事業交付金２，３８０万８，０００円，款６財産収入，項１財産運

用収入７７万６，０００円，款７繰入金，項１基金繰入金１，０１３万７，０００円，款

８繰越金，項１繰越金３，０００万円，款９諸収入，項１延滞金，加算金及び過料１１万

９，０００円，同じく項２預金利子２９５万８，０００円，同じく項３雑入２億２０万１，

０００円，歳入合計１，２００億７，４５４万８，０００円となっております。 

１２ページをお願いいたします。歳出につきましては，款１総務費，項１総務管理費２

億９，５２３万４，０００円，款２医療給付費，項１療養諸費１，１３９億４，３７４万

６，０００円，同じく項２高額療養諸費５２億５，７８４万６，０００円，同じく項３そ

の他医療給付費１億６，４００万円，款３県財政安定化基金拠出金，項１県財政安定化基

金拠出金５，１２４万３，０００円，款４特別高額医療費共同事業拠出金，項１特別高額

医療費共同事業拠出金２，２９９万３，０００円，款５保健事業費，項１健康保持増進事

業費８，８５３万２，０００円，款６基金積立金，項１基金積立金１億９，４６９万５，

０００円，款７公債費，項１公債費３４５万９，０００円，款８諸支出金，項１償還金及

び還付加算金２，２８０万円，款９予備費，項１予備費３，０００万円，歳出合計１，２

００億７，４５４万８，０００円となっております。なお，予算の詳細につきましては，

先日の全員協議会で御説明させていただいたとおりでございます 

続きまして，条例議案について御説明させていただきます。条例議案につきましては，

資料⑤の条例議案概要説明書で御説明いたします。資料⑤の１ページをお願いいたします。

議案第３号徳島県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部改

正について，お諮りするものでございます。改正の趣旨でございますが，地方公務員法等

の改正に伴い，広域連合職員の勤務時間，休暇等に関する条例について，所要の改正を行

うものでございます。改正の概要でございますが，地方公務員法等の一部改正により，本

条例において引用している条項に変更及び字句の追加が生じるため，これを改正するもの

でございます。施行期日につきましては，平成２８年４月１日とするものでございます。 

次に，５ページをお願いいたします。議案第４号徳島県後期高齢者医療広域連合議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について，お諮りする

ものでございます。改正の趣旨でございますが，被用者年金制度の一元化等を図るための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い，現行条例について，所要の改正を

行うものでございます。改正の概要でございますが，一元化法の施行により，共済年金が
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厚生年金に統合されることに伴い，旧共済組合員期間を有する者が一元化法の施行日以後

に新規裁定される場合は，原則として厚生年金が支給されることとなるため，必要な改正

を行うものでございます。施行期日につきましては，公布の日から施行し，平成２７年１

０月１日から適用するものでございます。 

次に，１４ページをお願いいたします。議案第５号徳島県後期高齢者医療広域連合職員

の給与に関する条例の一部改正について，お諮りするものでございます。改正の趣旨でご

ざいますが，人事院勧告に基づき，国家公務員の給与の改定が行われたことに伴い，広域

連合職員の給与について所要の改正を行うとともに，地方公務員法及び行政不服審査法の

改正により，根拠規定の条項を改正するものでございます。改正の概要でございますが，

第１条において，勤勉手当の改正として，職員及び再任用職員への支給割合を，それぞれ

１００分の８５及び１００分の４０とするものでございます。また，第２条において，地

方公務員法及び行政不服審査法の改正により，本条例において引用している条項に変更が

生じるため，これを改正するとともに，勤勉手当の改正として，職員及び再任用職員への

支給割合を，それぞれ１００分の８０及び１００分の３７.５とするものでございます。施

行期日につきましては，第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は平成２８年４月１

日から施行するものでございます。 

次に，１８ページをお願いいたします。議案第６号徳島県後期高齢者医療広域連合情報

公開条例の一部改正について，お諮りするものでございます。改正の趣旨でございますが，

行政不服審査法の改正に伴い，広域連合情報公開条例について，所要の改正を行うもので

ございます。改正の概要でございますが，現行条例に改正行政不服審査法第９条等を適用

しない旨の規定を設け，審理員を置くことなどを定めた同法の条項を適用除外とするほか，

不服申立ての手続については,実施機関により区分されていた異議申立て等を審査請求に

一元化するものでございます。施行期日につきましては，平成２８年４月１日からとする

ものでございます。 

次に，２２ページをお願いいたします。議案第７号徳島県後期高齢者医療広域連合個人

情報保護条例の一部改正について，お諮りするものでございます。改正の趣旨でございま

すが，行政不服審査法の改正に伴い，広域連合個人情報保護条例について，所要の改正を

行うものでございます。改正の概要でございますが，先ほど御説明させていただきました

議案第６号広域連合情報公開条例の改正と同じで，本条例に改正行政不服審査法第９条等

を適用しない旨の規定を設け，審理員を置くことなどを定めた同法の条項を適用除外とす

るほか，不服申立ての手続については,実施機関により区分されていた異議申立て等を審査

請求に一元化するものでございます。施行期日につきましては，平成２８年４月１日から

とするものでございます。 

次に，２８ページをお願いいたします。議案第８号徳島県後期高齢者医療広域連合情報

公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正について，お諮りするものでございます。

改正の趣旨でございますが，行政不服審査法の改正に伴い，広域連合情報公開・個人情報

保護審査会設置条例について，所要の改正を行うものでございます。改正の概要でござい

ますが，行政不服審査法の改正に伴う，当広域連合の情報公開条例及び個人情報保護条例

の改正により，本条例の条項を整備するものでございます。施行期日につきましては，平

成２８年４月１日からとするものでございます。 

次に，３０ページをお願いいたします。議案第９号徳島県後期高齢者医療広域連合後期

高齢者医療に関する条例の一部改正について，お諮りするものでございます。改正の趣旨

でございますが，平成２８年度及び平成２９年度の保険料率の改定並びに被保険者均等割

保険料の軽減対象の拡充のため，所要の改正を行うものでございます。改正の概要でござ

いますが，保険料率の改定につきましては，平成２８年度及び平成２９年度の所得割率を

１０．９８％，被保険者均等割額を５万２，９１３円とするものでございます。また，被
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保険者均等割保険料の軽減対象の拡充といたしまして，５割軽減について，軽減対象とな

る所得基準額を２６万円から２６万５，０００円に変更するとともに，２割軽減につきま

しても，軽減対象となる所得基準額を４７万円から４８万円に変更するものでございます。

施行期日につきましては，平成２８年４月１日から施行し，均等割保険料の経過措置とし

て，均等割保険料の軽減対象の規定は，平成２８年度以後の年度分の保険料について適用

し，平成２７年度分までの保険料については，従前の例によるものとするものでございま

す。 

最後に，議案第１０号について御説明いたします。３３ページをお願いいたします。議

案第１０号徳島県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

一部改正について，お諮りするものでございます。改正の趣旨でございますが，地方公務

員法等の改正に伴い，広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について，所

要の改正を行うものでございます。改正の概要でございますが，広域連合長への報告事項

に，職員の人事評価の状況及び職員の退職管理の状況を追加し，広域連合長への報告事項

から，勤務成績の評定の状況を削除するものでございます。施行期日につきましては，平

成２８年４月１日とするものでございます。 

議案の説明については，以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（岡孝治君） 

以上で提案理由の説明は終わりました。 

 

○議長（岡孝治君） 

これより，質疑及び一般質問に入ります。質疑及び一般質問はございませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

質疑及び一般質問は，なしと認め，質疑及び一般質問を終結いたします。 

 

○議長（岡孝治君） 

これより，討論に入ります。討論はございませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

討論なしと認め，討論を終結いたします。 

 

○議長（岡孝治君） 

これより，順次，採決をいたします。なお，採決は，起立によって行います。 

 

○議長（岡孝治君） 

お諮りをいたします。まず，議案第１号について，原案どおり可決することに賛成の方

は，御起立を願います。 
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（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第１号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第２号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第２号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第３号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第３号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第４号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第４号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第５号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第５号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第６号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 
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（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第６号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第７号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第７号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第８号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第８号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第９号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第９号につきましては，原案どおり可決されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

次に，議案第１０号について，原案どおり可決することに賛成の方は，御起立を願いま

す。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（岡孝治君） 

起立多数であります。よって，議案第１０号につきましては，原案どおり可決されまし

た。 
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○議長（岡孝治君） 

次に，日程第６に先立ちまして，この度，監査委員を退職されました藤原英雄君から挨

拶の申出がございますので，これを許します。 

 

○議長（岡孝治君） 

 藤原英雄君 

 

○８番（藤原英雄君） 

 監査委員を退任するに当たり，一言御挨拶を申し上げます。平成２６年８月議会におい

て，皆様方の御同意をいただきまして，監査委員に就任させていただきました。これまで，

浜渕代表監査委員をはじめ，皆様方の御協力をいただきながら，１年半の職責を果たすこ

とができました。この経験を生かし，引き続き広域連合議員として，力強くしっかりと取

り組んで参りたいと考えておりますので，どうぞ今後ともよろしくお願いをいたします。

ありがとうございました。 

 

（拍手） 

 

○議長（岡孝治君） 

 それでは，次に，日程第６同意第２号徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任に

ついてを議題といたします。 

 

     （梶野利男君退場） 

 

○議長（岡孝治君） 

 提出者の説明を求めます。 

 

○議長（岡孝治君） 

 連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

 ただいま，御提案いたしました徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について，

御説明を申し上げます。本案は，徳島県後期高齢者医療広域連合規約第１７条第２項の規

定に基づき，藤原英雄監査委員の後任といたしまして，議会議員のうちから梶野利男氏の

選任について，御同意をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

○議長（岡孝治君） 

 お諮りをいたします。本案につきましては，成規の手続を省略し，直ちに採決いたした

いと思いますが，これに，御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

 御異議なしと認めます。よって，本案については，成規の手続を省略し，直ちに採決す

ることに決定をいたしました。 

 お諮りをいたします。本案については，原案のとおり同意することに，御異議ございま

せんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

 御異議なしと認めます。よって同意第２号徳島県後期高齢者医療広域連合監査委員の選

任については，原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

 

     （梶野利男君入場） 

 

○議長（岡孝治君） 

 ただいま，監査委員の選任に同意されました，梶野利男君が議場においでになります。

御挨拶の申出がありますので，これを許します。 

 

○議長（岡孝治君） 

 梶野利男君 

 

○１３番（梶野利男君） 

 石井町の梶野でございます。監査委員選任の御同意をいただきまして，誠にありがとう

ございました。大変な重責であろうと覚悟いたすとともに，監査の必要性及び重要性を深

く認識し，代表監査委員とともに，適正な監査に努めて参りたいと考えております。 

 今後とも，皆様方の一層の御協力を賜りますよう，心からお願い申し上げまして，監査

委員就任の御挨拶とさせていただきます。 

 

（拍手） 

 

（玉井孝治君退場） 

 

○議長（岡孝治君） 

この際，日程追加について，お諮りをいたします。副議長玉井孝治君から，副議長の辞

職願が提出されておりますので，副議長の辞職許可についてを，日程追加し，議題といた

したいと思います。これに，御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 
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○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，この際，副議長の辞職許可についてを，日程追加し，

議題とすることに決定をいたしました。副議長の辞職許可についてを，議題といたします。 

それでは，まず，その辞職願を事務局長に朗読させます。 

 

○議長（岡孝治君） 

事務局長 

 

○事務局長（大森茂君） 

 朗読いたします。 

                                         

平成２８年２月１７日 

徳島県後期高齢者医療広域連合議会議長 岡  孝 治 殿 

徳島県後期高齢者医療広域連合議会 

副議長 玉 井 孝 治      

辞    職    願 

 このたび，一身上の都合により副議長を辞職したいので許可されるよう願い出ます。 

                                         

以上でございます。 

 

○議長（岡孝治君） 

お諮りいたします。 玉井孝治君の副議長の辞職を許可することに，御異議ございません

か。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって， 玉井孝治君の副議長の辞職を許可することに決定をい

たしました。 

 

（玉井孝治君入場） 

 

○議長（岡孝治君） 

ただいま，副議長を辞職された玉井孝治君から，御挨拶があります。 

 

○議長（岡孝治君） 

玉井孝治君 

 

○２２番（玉井孝治君） 
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 板野町の玉井孝治でございます。副議長の辞職に当たりまして，一言お礼の御挨拶を申

し上げさせていただきたいと思います。 

私は，一昨年，平成２６年２月の定例会におきまして，副議長の要職に就かせていただ

きました。以来，２年間にわたりまして，この副議長の要職を務めさせていただいたこと

につきましては，議会議員の皆様方のおかげと厚く感謝とお礼を申し上げます。本当にあ

りがとうございます。 

私自身，これから一議員といたしまして，今までの経験等々をいろいろ活用させていた

だきまして，この後期高齢者医療広域連合議会に，微力ではございますが力を注いで参ろ

うと考えておりますので，今後とも皆様方の御指導，御鞭撻を賜りますよう，よろしくお

願いを申し上げまして，簡単ではございますが，お礼の御挨拶とさせていただきます。本

当にありがとうございました。 

 

（拍手） 

 

○議長（岡孝治君） 

ただいま，副議長が欠員となりました。お諮りをいたします。この際，副議長の選挙を

日程に追加し，選挙を行いたいと思います。これに，御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，この際，副議長の選挙を日程に追加し，選挙を行いま

す。 

お諮りをいたします。副議長選挙の方法は，地方自治法第１１８条第２項の規定により，

指名推選により，行いたいと思いますが，これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，副議長選挙の方法は，指名推選で行うことに決定をい

たしました。 

お諮りいたします。指名の方法につきましては，議長において，指名いたしたいと思い

ますが，これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，議長において指名することに決定をいたしました。 

それでは，徳島県後期高齢者医療広域連合議会副議長に坂口博文君を指名いたします。 

お諮りいたします。ただいま，指名いたしました坂口博文君を，徳島県後期高齢者医療
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広域連合議会副議長の当選人と定めることに，御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，坂口博文君が徳島県後期高齢者医療広域連合議会副議

長に当選されました。 

 

○議長（岡孝治君） 

ただいま，副議長に当選されました坂口博文君が議場におられますので，本席から会議

規則第３２条第２項の規定により，当選の告知をいたします。 

副議長に当選されました坂口博文君から御挨拶があります。 

 

○議長（岡孝治君） 

 坂口博文君 

 

○１５番（坂口博文君） 

 副議長の就任に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。 

ただいま，皆様方の御支持を賜り，副議長の要職に就かせていただきました，那賀町選

出の坂口でございます。微力ではございますが，議長の補佐役として，広域連合議会の円

滑な運営が図られますよう，その責務を全うして参りたいと存じております。 

今後とも，皆様方の一層の御支援と御協力を賜りますよう,お願いを申し上げまして，副

議長就任に当たっての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（拍手） 

 

○議長（岡孝治君） 

この際，お諮りをいたします。本定例会において議決されました案件について，その条

項，字句，数字その他整理を要するものにつきましては，会議規則第４０条の規定により，

その整理を議長に委任願いたいと思います。これに，御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（岡孝治君） 

御異議なしと認めます。よって，本定例会において議決された案件について，その条項，

字句，数字その他整理を要するものにつきましては，これを議長に委任することに決定を

いたしました。 

 

○議長（岡孝治君） 

以上をもって，本定例会に付議されました案件は，全て議了いたしました。 
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○議長（岡孝治君） 

閉会前に広域連合長から御挨拶があります。 

 

○議長（岡孝治君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

閉会に当たりまして，一言御挨拶を申し上げます。 
本日の定例会におきましては，副議長の選挙が行われ，就任されました坂口副議長には，

心からお喜びを申し上げますとともに，今後とも格別の御協力をお願いする次第でござい

ます。 
また，今定例会に御提案いたしました議案等につきまして，御審議を賜り，いずれも原

案どおり可決をいただきましたことに厚く御礼申し上げたいと思います。 
 また，人事案件として，監査委員及び副広域連合長の選任につきましても議員の皆様の

御賛同により，お認めをいただきまして，ありがとうございました。 
 今後も，高齢者の皆様が，不安を持つことなく安心して医療サービスを受けられますよ

う，安定かつ円滑な制度運営に向けて業務を行って参りたいと考えておりますので，引き

続き議員各位の格別の御指導，御協力を賜りますようお願いを申し上げまして，閉会の御

挨拶とさせていただきます。 
 本日はありがとうございました。 
 

（拍手） 

 

○議長（岡孝治君） 

 それでは，これをもって，平成２８年２月徳島県後期高齢者医療広域連合議会定例会を

閉会いたします。 

（午後２時１２分閉会） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２８年２月１７日 

 

 

議 長 

 

 

会議録署名議員 

 

 

会議録署名議員 


